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5命

叢

日
本
の
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

六
三
回

第
五
披

A 

日

本

の

家

族

制

度

三

民

法

(
上
)

浦

周

47 

家
族
制
度
に
関
す
る
国
民
の
関
心

最
託
、
同
州
民
の
間
に
、
帰
♂
」
応
ら
れ
ん
ぜ
し
て
ゐ
た
家
族
制
度
の
名
が
、
世
人
の
舌
端
に
上
る
じ
歪
つ
花
機
曾

が
、
凡
そ
三
つ
あ
る
。
其
一
つ
は
、
政
府
の
一
臨
時
法
制
審
議
舎
が
、
我
淳
風
美
俗
に
依
っ
て
、
民
法
中
、
主
ざ
し

て
親
族
、
相
績
の
二
編
じ
改
正
を
加
へ
ん
さ
審
議
を
粧
セ
結
果
、
改
正
要
綱
が
後
表
さ
れ
た
が
、
其
中
に
は
、
同

じ
く
家
族
制
度
を
掌
重
し
た
さ
い
は
る
、
現
行
民
法
の
規
定
さ
封
照
し
て
、
著
し
く
其
精
神
を
異
に
す
る
も
の
が

少
く
な
い
の
を
見
て
、
家
族
制
度
の
破
壊

rさ
考
ふ
る
人
も
あ
っ
て
、
家
族
制
度
の
問
題
が
、
早
者
の
誼
意
に
上

っ
た
事
で
あ
る
。

其
二
つ
は
、
多
年
家
族
主
義
仁
依
っ
て
、
持
賓
の
協
調
が
理
想
的
に
行
は
れ
て
ゐ
る
の
を
誇
り
さ
も
し
、
質
際
、

未

r嘗
て
一
回
の
争
議
に
も
見
舞
は
れ
た
事
の
な
き
鐘
淵
紡
績
株
式
曾
枇
が
、
先
頃
、
此
珍
ら
し
き
記
録
営
破
つ

て
、
宰
議
じ
襲
は
れ
わ
山
の
を
見
て
、
此
種
の
舎
枇
に
於
け
る
一
家
族
主
義
の
賀
行
難
が
痛
戚
さ
れ
、
論
議
さ
る
、
に

至
っ
た
事
で
あ
る
。



其
三
は
.
我
園
現
下
の
重
大
な
る
枇
曾
問
題
で
あ
る
さ
同
時
じ
、
又
世
界
的
の
問
題
で
も
あ
る
さ
こ
乃
の
失
業

問
題
が
、
日
増
に
深
刻
化
す
る
に
つ
れ
て
、
世
界
各
国
に
於
け
る
失
業
者
の
統
計
が
暴
げ
ら
れ
た
中
に
、
我
副
の

場
合
は
、
他
の
諸
外
国
に
こ
れ
な
き
家
族
制
度
の
存
す
る
が
矯
め
に
、
親
族
の
聞
に
、
自
然
相
互
扶
助
が
行
は
れ

て
ゐ
る
か
ら
、
統
計
画
ド
現
は
れ
て
ゐ
な
い
も
の
に
も
失
業
者
が
あ
る
ぜ
い
は
れ
.
ぞ
こ
に
も
家
族
制
度
の
事
が
、

今
夏
乍
ら
世
人
の
控
意
を
惹
〈
一
挙
『
と
な
っ
允
の
で
あ
る
。

斯
様
に
最
遅
二
三
の
動
機
か
ら
、
固
民
の
閥
心
が
家
族
制
度
に
向
っ
た
の
は
、
偶
然
乍
ら
事
質
で
あ
る
。
而
か

特
別
永
頼
性
が
め
ら
う
と
は
忠
は
れ
院
。
例
へ
ば

股
ぎ
棄
て
、
か
ら
久
し
く
見
向
き
も
せ
な
か
っ
た
衣
裳
を
、
何
か
の
機
舎
に
取
出
し
て
見
た
や
う
な
も
の
で
あ
ら

も
向
っ
た
芯
い
つ
C
J
b
、
社
れ
は
一
時
的
の
現
象
で
わ
っ
て
、

ぅ
。
而
か
も
其
瞬
間
に
於
て
、
園
民
は
、
我
あ
り
し
士
自
の
姿
を
恩
ひ
起
し
て
、
今
の
身
に
引
比
ぺ
る
事
が
出
来
た

丈
で
も
満
更
無
意
義
の
事
で
は
な
か
ら
う
。

我
圃
今
日
の
致
養
ゐ
る
人
々
の
聞
に
於
て
は
、
所
謂
惇
風
美
俗
の
多
く
が
、
古
来
の
家
族
制
度
に
基
づ
い
て
ゐ

る
さ
い
ふ
事
は
、
殆
ど
疑
は
れ
な
い
。
故
に
一
面
に
は
、
機
曾
ゐ
る
毎
に
思
出
し
た
る
が
如
く
に
、
此
奮
慣
の
牢

重
す
ぺ
き
を
読
き
も
す
れ
ば
、
其
保
存
を
闘
ら
ん
さ
も
す
る
。
併
し
叉
他
面
に
は
、
最
早
ぞ
れ
が
近
代
的
色
彩
を

失
っ
た
時
代
後
れ
の
制
度
だ
さ
し
て
、
業
康
頑
に
任
す
の
外
な
き
を
信
じ
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
臨
時
法
制
審
議

舎
の
如
き
は
、
幾
分
前
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
闘
に
於
げ
る
失
業
者
の
減
少
を
親
族
聞
の
相
互
扶
助
に
蹄

E曲

叢

日
本
白
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

六
三
五

第
五
時
瑞

大ム



言命

議

日
本
の
家
族
制
度
在
民
法

第
三
十
一
巻

六
=
一
六

第
五
都

O 

せ
ん
q
」
す
る
も
の
、
、
如
き
も
、
亦
家
族
制
度
の
存
在
に
多
少
の
望
を
繋
げ
て
ゐ
る
部
類
の
人
々
で
あ
ら
う
。
こ
れ

に
反
し
て
鐘
紡
の
一
惹
起
し
た
勢
働
管
議
セ
見
乍
ら
、
家
族
主
義
の
崩
壊
さ
看
倣
し
て
快
哉
を
呼
ぶ
も
の
、
如
き
は

家
族
制
度
を
瑚
笑
し
て
、
時
代
後
れ
ざ
す
る
悪
流
で
あ
ら
う
。

れ
公
卒
に
し
て
中
正
な
る
見
地
に
立
つ
も
の
は
雨
者
の
何
れ
じ
奥
み
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

-ー
圃ー

民

法

の

起

源

在
は
A
1
こ
、
で
は
現
代
の
此
問
題
に
答
へ
ん
ざ
す
る
も
の
で
は
な
く
、
主
ざ
し
て
法
制
史
の
見
地
か
ら
、
日
本

の
家
族
制
度
ぜ
民
法
さ
の
交
捗
関
係
に
つ
い
て
設
か
ん
ご
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
敢
て
家
族
制
度
の
全
般
を
語
ら

ん
ざ
す
る
も
の
で
は
な
い
。

法
制
史
に
於
て
、
刑
法
の
制
定
は
、

一
般
に
他
の
諸
法
制
じ
先
ん
や

J

る
を
通
例
ご
す
る
が
、
明
治
年
聞
の
法
制

史
に
於
て
も
亦
同
様
で
あ
っ
て
、
明
治
の
初
年
、
既
に
明
治
天
皇
が
刑
法
官
を
し
て
刑
律
を
修
選
さ
せ
ら
れ
た
事

を
始
め
、
明
治
三
年
の
新
律
綱
領
、
同
六
年
の
改
定
律
例
か
ら
、
同
十
三
年
の
刑
法
、
及
び
刑
事
訴
訟
法
た
る
治

罪
法
の
制
定
に
至
っ
て
、
略
備
は
る
を
得
た
。
是
に
於
て
、
政
府
は
更
に
民
法
の
編
纂
に
著
目
す
る
事
ざ
な
っ
た
。

明
治
初
年
の
刑
法
は
、
大
賀
律
令
や
、
江
戸
幕
府
の
刑
法
の
外
、
支
那
の
古
代
法
殊
に
明
律
の
影
響
を
受
〈
る
も

の
が
多
か
っ
た
が
、
他
面
欧
米
諸
国
芭
の
通
商
保
約
改
締
の
必
要
か
ら
、
是
等
諸
国
人
を
し
て
、
我
圃
法
の
下
じ



安
堵
せ
し
む
る
に
は
欧
米
諸
国
の
法
制
セ
塞
酌
す
る
の
要
が
あ
っ
た
矯
め
に
明
治
三
年
、
太
政
官
に
制
度
取
調
局

を
置
き
、
保
闘
の
法
典
を
融
課
さ
せ
ら
れ
た
。
常
時
同
局
内
に
民
法
編
纂
舎
が
設
げ
ら
れ
、
司
法
卿
江
藤
新
卒
氏

が
其
舎
長
で
ゐ
っ
た
が
、
氏
は
日
本
さ
欧
洲
各
国
さ
は
各
業
風
俗
習
慣
ケ
異
に
す
る
け
れ
ぜ
も
、
民
棋
を
必
要
注

す
る
事
に
鍾
hJ
は
な
い
か
ら
、
悌
繭
西
民
法
に
基
づ
い
て
日
本
の
民
法
守
制
定
せ
な
け
れ
ば
な
ら
凶
ご
の
意
見
で

あ
っ
て
、
営
時
世
界
の
模
範
詰
さ
い
は
れ
た
偽
蘭
西
民
法
を
葉
佳
日
本
の
民
法
三
せ
ん
さ
し
た
ど
さ
へ
い
は
れ
て

ゐ
る
。
こ
れ
我
闘
に
於
け
る
法
律
思
想
が
、
従
来
の
支
那
法
系
か
ら
羅
馬
法
系
仁
移
h
っ
、
あ
っ
た
事
を
示
す
も

の
一
じ
め
ゐ
。
明
拍
の
初
年
の
訟
枠
制
仙
却
が
側
関
商
品
の
そ
れ
の
事
響
を
受
く
る
宮
中
の
多
か
つ
わ
い
の
は
斯
る
径
路
か

ら
で
あ
っ
た
。

先
づ
民
法
の
語
に
つ
い
て
い
ふ
な
ら
ば
、
此
語
の
存
在
は
も
さ
よ
り
明
治
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
治

六
年
、
政
府
の
命
を
受
け
て
箕
作
鱗
群
氏
一
か
偽
蘭
西
六
法
を
離
帯
す
る
に
営
っ
て
始
め
て
此
課
語
を
用
ゐ
て
か
ら

一
一
般
に
使
用
さ
れ
た
。
然
る
に
営
時
民
法
の
語
は
今
在
法
ざ
い
ふ
ご
殆
J
T

」
同
意
義
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
明
治
入

年
史
官
の
編
纂
し
た
法
例
曇
纂
民
法
の
一
の
例
言
に
も
、
「
凡
人
民
ト
政
府
ト
ノ
間
二
生
ス
戸
法
ヲ
国
法
ト
イ
ヒ
人

民
相
互
ノ
際
ニ
生
ス

Y
法
ヲ
民
法
ト
イ
プ
闘
人
A

此
雨
詰
ノ
中
-
一
保
護
セ
ヌ

Y
故
ニ
園
法
』
民
法
-
一
順
ヒ
民
法
』

固
法
ヲ
破
-
フ
ス
上
下
協
ジ
ア
天
地
泰
ナ
w
y

之
ヲ
安
寧
ト
イ
フ
」
云
々
さ
見
え
る
o

所
謂
固
法
は
公
怯
を
意
味
し
、

民
法
は
忍
法
を
意
味
す
る
事
、
こ
れ
を
以
て
見
て
も
明
白
で
あ
る
。
今
日
に
て
も
、
買
質
上
か
ら
し
て
民
、
法
の
定

論

叢

日
本
の
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

ノ、

七

第
五
披



言品

叢

日
本
の
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

六
三
八

第
五
競

義
を
下
す
な
ら
ば
、
民
事
に
関
す
る
普
通
在
法
の
原
則
を
定
な
る
法
令
の
金
曜
で
あ
る
さ
い
へ
る
か
ら
、
敢
て
大

し
た
矛
盾
の
あ
る
鐸
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
営
時
の
所
謂
民
法
は
商
法
の
規
定
を
も
包
合
す
る
賠
に
於
て
、
買
に

在
法
其
者
で
あ
っ
た
。
然
る
に
古
来
我
圃
に
は
此
種
の
立
法
に
未
だ
纏
ま
っ
た
も
の
が
な
か
っ
た
か
ら
、

明
治
の

初
年
以
来
、
内
治
外
交
殊
仁
保
約
改
正
の
矯
め
、
法
典
を
完
備
す
べ
き
必
要
か
ら
し
て
も
、
民
仲
間
の
編
集
が
念
務

ぜ
看
倣
ち
れ
た
。
澗
後
の
事
で
は
ゐ
る
が
、
明
治
十
三
年
同
合
問
題
の
高
潮
し
た
時
各
参
議
の
意
見
を
上
っ
た
中

仁
、
井
上
選
議
(
馨
)
が
、
「
同
曾
7

興
ス
-
一
九
則
チ
先
グ
憲
法
ヲ
定
ム
U
W

一一花
η
ノ
、
憲
法
ヲ
定
ム

Y

品
川
則
チ
先
グ

民
法
7
編
ス

Y
-
一在

y
」
一
五
々
ざ
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
民
法
制
定
を
憲
法
の
そ
れ
よ
り
も
念
務
な
り
ざ
し
た
見
方

で
あ
る
。
明
治
五
年
、
率
制
が
頒
布
さ
れ
た
が
、
其
小
回
字
数
則
に
修
身
の
数
科
書
ざ
し
て
性
法
略
な
る
法
律
論
の

罪
書
が
採
用
さ
れ
た
。
営
時
地
方
に
依
つ
て
は
、
法
律
書
な
ら
ば
、
他
書
を
代
用
し
て
も
よ
か
ら
う
さ
、
文
部
省

の
認
可
を
受
け
て
箕
作
麟
群
氏
諜
の
偽
蘭
西
民
法
を
採
用
し
た
牒
が
十
腕
以
上
に
及
ん
だ
さ
い
は
れ
る
。
此
驚
く

ぺ
〈
無
謀
な
出
来
事
も
、
亦
民
法
に
劃
す
る
国
民
の
闘
心
の
高
ま
つ

τゐ
た
事
を
裏
書
す
る
る
の
で
あ
る
。
而
か

も
如
何
に
急
を
要
す
る
か
ら
ざ
い
っ
て
、
偽
蘭
西
民
法
の
採
用
さ
い
ふ
が
如
き
事
は
も
ご
よ
り
賀
現
き
る
ぺ
き
で

な
か
っ
た
か
ら
、
明
治
六
年
大
木
喬
任
氏
の
司
法
卿
さ
な
る
に
及
ん
で
民
法
の
編
纂
を
圃
家
永
遠
の
利
害
に
闘
す

る
大
事
業
で
ゐ
る
さ
し
て
慎
重
の
態
度
を
執
る
に
決
し
、
司
法
省
内
に
刑
法
編
纂
課
三
共
に
民
法
編
纂
課
を
置
き

箕
作
氏
等
を
し
て
一
面
悌
蘭
西
法
の
郁
曹
に
着
手
せ
し
な
る
さ
同
時
に
、
他
面
に
は
叉
我
習
俗
法
制
の
調
査
に
従



事
さ
せ
た
。
明
治
八
年
七
月
八
日
、
太
政
官
布
告
第
百
三
競
裁
判
事
務
心
得
第
三
健
に
於
て
、
民
事
の
裁
判
仁
成

文
の
法
律
な
き
も
の
は
羽
田
憤
仁
依
り
、
習
慣
な
-
き
も
の
は
傑
規
を
推
考
し
て
裁
判
す
ぺ
き
事
を
規
定
し
、
別
に
史

官
を
し
て
法
例
嚢
纂
民
法
之
部
セ
編
纂
さ
せ
て
ゐ
る
が
、
業
例
言
に
、
「
従
来
本
邦
一
一
民
法
テ
シ
、
之
ナ
キ
ニ
非
一
戸

ナ

y
、
昭
明
ナ
ア
サ
Y
ナ

y
、
民
法
ノ
昭
明
ナ
ラ
サ
Y
、
園
ノ
安
暗
号
必
ス
歌
然
ナ

Y
所
ア
-
ブ
ン
大
命
新
マ
リ
ア
後

-
一
諸
法
漸
ク
ュ
秩
究
-
一
ツ
ク
、
困
-
ア
布
告
布
達
指
令
ノ
諸
牒
ヨ
リ
其
民
法
-
一
昨
ノ
タ
炉
司
ノ
ヲ
集
メ
ア
此
篇
ヲ
ナ

ス」
J
T
品
々
さ
て
、
民
治
の
編
章
を
立
℃
、
其
下
仁
、
明
治
一
万
年
正
月
よ
り
七
年
十
一
一
月
に
至
る
迄
の
太
政
官
の
布

告
、
各
省
の
布
達
、
官
省
の
指
令
等
め
こ
れ
に
相
営
す
る
も
の
を
欣
め
可
間
々
東
京
府
の
布
読
み
一
載
せ
て
編
第
し

た
の
は
、
民
法
編
纂
の
一
準
備
で
あ
っ
犯
が
、
ぞ
れ
す
ら
明
治
以
前
に
は
湖
っ
て
を
ら
ぬ
。
同
年
政
府
は
又
民
法

を
編
纂
す
る
渇
の
に
、
民
法
編
纂
委
員
を
命
じ
九
年
六
月
に
、
民
法
の
起
草
に
着
手
し
た
が
、
十
一
年
四
月
に
草

案
が
成
っ
た
。
そ
れ
は
殆
ぎ
偽
蘭
西
民
法
の
郁
謬
ざ
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
き
れ
ば
-
-
れ
に
満
足
す
る
事

の
出
来
な
か
っ
た
政
府
は
、
明
治
十
二
年
に
、
刑
法
の
草
案
を
作
っ
た
司
法
省
顧
問
偽
蘭
西
人
ポ
ア

y
ナ
1
ド
氏

を
し
て
更
に
民
法
を
起
草
さ
せ
る
事
さ
し
た
の
で
あ
る
。

民
法
は
元
来
身
分
法
さ
財
産
法
さ
に
分
つ
事
が
出
来
る
が
、
ポ
ア

Y
ナ
Iγ
氏
も
、
羅
馬
法
以
来
の
惇
統
を
建

う
て
、
身
分
法
を
編
首
に
置
く
事
マ
」
し
た

Q

其
修
正
民
法
草
案
は
、
第
二
編
よ
り
始
め
て
ゐ
る
が
、
第
一
編
の
身

¥
分
法
即
も
人
事
編
に
つ
い
て
は
、
益
法
及
び
在
法
に
係
る
此
部
分
は
「
大
二
習
俗
ヲ
豪
商
ス
U
F

ュ
非
レ
A

之
ヲ
編

Z品

叢

日
本
の
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
血
管

六
三
九

第
五
務



Z品

叢

日
本
の
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

大
四

O

第
五
披

四

.
纂
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
さ
耕
じ
て
、
こ
れ
を
他
の
諸
編
を
編
纂
し
た
後
に
譲
る
事
ざ
し
て
ゐ
る
。
民
事
商
事
じ
闘
す
る

慣
例
類
集
の
編
纂
も
其
前
後
に
起
っ
た
。
斯
様
に
我
園
古
来
の
慣
例
習
俗
営
基
礎
ご
す
ぺ
き
民
法
中
、
吾
人
の
日
前

生
活
に
最
も
緊
密
の
聞
係
を
有
す
る
身
分
法
が
、
外
国
人
じ
依
っ
て
編
纂
さ
れ
た
ご
す
れ
ば
、
も
さ
よ
り
業
完
壁

は
望
ま
れ
ぬ
。
き
れ
ば
政
府
は
明
治
十
三
年
四
月
、
新
た
に
民
怯
編
纂
局
を
設
け
て
数
名
の
委
員
守
し
て
ポ
ア

y

ナ
1
V
氏
の
専
従
を
審
議
さ
せ
、
十
九
年
-
一
一
月
一
迄
に
、
財
産
編
さ
財
産
取
得
編
さ
を
腕
調
和
し
た
が
、
同
年
同
局
叫

底
止
せ
ら
れ
て
、
新
穴
ド
外
務
省
に
法
律
取
調
委
員
を
置
か
れ
、
同
二
十
年
に
は
、
報
告
委
員
を
設
け
て
、
ポ
ア

ソ
ナ

l
ド
氏
の
草
案
を
審
査
さ
せ
た
。
こ
れ
を
司
法
省
よ
り
外
務
省
に
移
し
た
の
を
見
て
も
、
業
目
的
の
不
平
等

保
約
の
改
正
準
備
ご
す
る
に
あ
っ
た
潟
め
ぎ
知
ら
れ
る
。
同
年
俸
約
改
王
中
止
の
議
の
起
つ
允
渇
め
民
法
の
編
纂

も
一
時
頓
挫
し
穴
が
、
司
法
大
臣
山
田
思
義
氏
は
法
律
取
調
委
員
長
ざ
な
っ
て
ポ
ア
ソ
ナ

l
v
氏
に
民
法
の
財
産

編
、
財
産
取
得
編
の
大
部
分
、
債
権
擢
保
編
、
謹
僚
編
の
起
草
を
命
じ
、
只
人
事
編
及
び
財
産
取
得
編
中
の
相
績

遺
階
、
贈
奥
、
及
び
夫
婦
財
産
契
約
に
閲
す
る
部
分
は
邦
人
の
委
員
に
起
草
さ
せ
た
。
爾
来
草
案
の
成
る
じ
従
つ

て
元
老
院
の
議
を
経
、
明
治
二
十
三
年
逐
次
こ
れ
を
一
公
布
し
て
、
明
治
二
十
六
年
よ
り
賓
施
す
る
一
幸
三
定
め
た
。

是
よ
り
先
き
、
商
法
は
民
事
訴
語
法
さ
共
に
、
明
治
二
十
四
年
よ
り
買
施
の
筈
で
あ
っ
た
が
、
二
十
三
年
の
末
に

至
っ
て
、
俄
に
こ
れ
を
延
期
し
、
民
法
ご
同
じ
〈
明
治
二
十
六
年
よ

b
賓
施
す
る
事
に
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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一一一
民
法
賓
施
の
延
期
ミ
賛
否
雨
論
者
の
耕
駁

然
る
に
是
よ
り
先
、
11
明
治
二
十
一
年
に
は
、
市
町
村
制
が
制
定
さ
れ
て
地
方
自
治
の
制
度
肝
確
立
し
、
二
十

二
年
じ
は
、
帝
国
憲
法
の
欽
定
を
見
て
、
園
民
の
身
分
権
利
が
確
保
さ
れ
た
。
憲
法
よ
り
も
急
務
さ
看
倣
さ
れ
だ

民
法
の
制
定
が
却
て
憲
法
よ
り
も
後
る
、
事
ご
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
斯
く
て
法
律
的
に
目
ざ
め
穴
我
闘
の
識
者
の

中
仁
は
、
品
開
h
に
悌
胡
町
民
法
の
模
倣
に
池
ぎ
た
出
典
の
宵
砲
に
慌
ら
わ
、
明
治
二
十
三
年
以
来
、
共
宵
(
施
ほ
~

期
の
論
争
が
盛
ん
に
聞
は
さ
れ
て
議
舎
の
問
題
ざ
な
り
、
明
治
二
十
五
年
に
至
っ
て
其
頂
貼
に
達
し
た
。
営
時
民

法
の
賓
施
反
劃
の
理
由
ご
し
て
商
事
げ
ら
れ
た
も
の
、
中
に
は
、
業
組
織
、
内
容
の
棋
陥
が
あ
っ
化
が
、
就
中
最
も

重
き
を
置
か
れ
た
の
は
、
矢
張
其
規
定
が
日
本
の
慣
習
民
俗
に
背
戻
す
ご
い
ふ
の
結
に
あ
っ
た
。
却
も
此
民
法
は
、

偽
蘭
西
法
系
に
麗
し
、
自
然
法
の
法
理
に
基
づ
い
て
ゐ
る
が
、
法
理
の
進
歩
は
、
最
早
自
然
法
の
存
在
を
認
め
な

い
や
う
に
な
っ
て
を
旬
、
今
日
に
て
は
、
法
は
民
俗
習
慣
に
従
ひ
、
歴
史
的
に
後
達
す
る
も
の
で
あ
る
ご
い
は
れ
、

偽
蘭
西
桂
系
以
外
じ
於
て
も
、
幾
多
の
新
ら
し
き
諸
闘
の
立
法
例
が
出
来
て
ゐ
る
か
ら
、
日
本
の
民
俗
に
も
合
せ
、

叉
斯
様
な
立
法
例
を
も
会
一
酌
し
て
編
纂
す
ぺ
、
き
で
あ
る
さ
い
ふ
じ
あ
っ
た
。
此
勤
か
ら
見
た
な
ら
ば
、
此
論
争
は

こ
れ
を
自
然
法
曲
学
振
さ
歴
史
法
皐
混
ざ
の
宰
マ
」
看
倣
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
民
俗
慣
習
の
問
題
が
、
雨
振
の
問
、
討

議
の
中
心
さ
な
っ
た
の
も
寧
み
営
然
で
あ
っ
た
。
営
時
民
法
の
質
施
に
反
聾
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
以
て
、
或
は

Z品

叢

日
本
白
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

7z 
四

第
五
時
耽

五



論

叢

日
本
の
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

六
四

第
五
時
伽

一一大

倫
常
を
壊
凱
す
さ
い
ひ
、
或
は
民
法
の
人
事
編
は
羅
馬
法
に
壊
れ
り
ざ
い
ひ
、
或
は
又
耶
蘇
教
の
個
人
主
義
に
基

げ
り
さ
唱
ヘ
、
(
明
治
二
十
五
年
五
月
、
明
主
革
推
蜘
外
法
奥
田
重
胞
に
閲
す
る
明
法
舎
の
意
見
)
「
人
事
編
の
大
主
義
た
る
佃
人
主

義
に
則
hJ
、
奮
慣
守
一
掃
し
た
り
、
法
文
中
往
々
家
、
戸
主
等
の
文
字
を
見
ち
る
に
あ
ら
す

ε雄
さ
も
、
民
法
の

所
諸
家
な
る
者
は
、
耶
蘇
敢
俗
の
家
な
り
夫
婦
同
居
せ
る
一
放
の
穂
郡
た
る
に
遁
き
す
」
、
「
民
訟
は
数
千
年
来
の

習
俗
セ
排
却
し
て
、
筒
人
本
位
の
人
事
編
ど
布
、
さ
、
耶
蘇
散
岡
の
数
含
入
れ
、
固
有
の
倫
理
を
既
摘
す
」
邦
ご
喝

破
す
る
に
至
っ
た
0

(

法
治
協
曾
雑
誌
協
外
「
隷
妄
L

所
引
英
法
墜
者
十
一
名
目
一
法
典
資
施
延
期
意
見
書
〕

反
割
論
者
は
更
に
「
民
法
が
天
然
法
、
自
然
法
の
原
則
を
認
め
、
法
は
人
世
自
然
に
具
備
す
る
も
の
に
し
て
園

家
の
意
思
に
依
て
始
め
て
定
ま
る
も
の
に
あ
ら
玄
る
が
如
き
精
紳
を
以
て
主
義
ざ
す
る
は
.
大
に
岡
韓
じ
背
反
す

る
も
の
さ
云
ふ
ぺ
し
」
ざ
い
ひ
、
甚
だ
し
き
は
「
是
れ
昔
時

Y
1
y
1輩
が
唱
道
せ
る
民
主
共
和
主
義
の
民
法
な

h
」
ざ
い
ひ
、
「
民
法
は
園
家
的
思
想
に
乏
し
く
、

国
家
政
府
は
人
民
天
職
の
権
利
自
由
の
敵
な
る
が
如
く
じ
認

め
た
る
の
跡
は
歴
今
蔽
ム
へ
か
ら
す
」

T
」
さ
へ
極
言
し
た
も
の
も
あ
る
。
(
法
治
協
曾
雑
誌
務
外
笠
宮
一
)

民
法
の
人
事
編
、
相
積
編
の
編
纂
に
営
っ
て
、
我
困
固
有
の
慣
習
の
倉
重
す
ぺ
き
は
、
民
法
貫
施
の
賛
否
爾
論

者
が
共
に
承
認
せ
玄
る
ぺ
か
ら
さ
る
問
題
で
あ
っ
た
が
、
奈
何
せ
ん
、
営
時
は
未
だ
慣
習
調
査
の
徐
裕
も
準
備
も

有
た
な
か
っ
た
が
故
に
、
買
施
論
者
は
、
主
三
し
て
保
約
改
王
の
必
要
土
、
其
制
定
を
念
ぐ
べ
き
を
読
き
、
慣
習

e

じ
つ
い
て
は
、
「
我
国
古
来
慣
習
故
例
ア

y
ジ
コ
ト
A

吾
輩
亦
之
ヲ
了
セ
η
ノ
、
然

V
V
モ
古
来
ノ
慣
習
故
例
A

維



新
革
命
ト
共
二
院
一
ご
碍
減
-
一
蹄
ジ
去
レ

y
、
其
今
日
-
一
遺
存
ス

Y

モ
ノ
果

u
v
d
F

プ
幾
何
カ
ア
戸
、
縦
令
多
少
ノ
遺
存

ス
U
F

モ
ノ
ア
η
ノ
ト
ス

Y

モ
、
是
レ
多
グ
A

封
建
時
代
ノ
奮
慣
故
例
ノ
ミ
、
其
今
日
ノ
人
事
-
一
一
週
臆
ス
可
キ
モ
ノ
果
‘

シ
ア
幾
何
カ
ア

y
、
」
云
々
さ
の
奇
説
を
吐
く
も
あ
れ
ば
、
(
法
律
雑
誌
挽
外
法
典
寅
施
意
見
)
叉
「
論
者
A

知
-
ア
ス
ャ
、
ニ

十
飴
年
前
ノ
我
邦
ノ
慣
習
刀
、
封
建
園
、
閉
鎖
岡
ノ
慣
習
-
一

v-ア
、
今
日
ノ
立
憲
副
二
週
セ
ナ
Y

ゴ
ト
ァ
、
又
ニ

十
徐
年
来
ノ
慣
習
A

日
山
川
ホ
浸
ク
ジ
一
プ
、
異
ノ
慣
習
ト
者
倣
ス
コ
ト
能
A

ザ
ル
ヲ
、
況
ン
ヤ
其
所
謂
慣
習
川
、
殆

ト
年
々
-
ニ
揮
官
民
ジ
-7
、
確
定
セ
シ
所
ア
フ
十
戸
ア
ャ
、
」
(
明
法
華
曜
荷
外
法
且
(
寅
一
施
煮
見
〉
ざ
い
っ
て
、
答
慣
故
例
宏
明

川
町
以
後
の
正
れ
に
限
?
?
ゅ
の

d
児、

所
前
慣
習
な
較
〈
取
扱
は
ん
ど
し
わ
川
も
の
も
あ
ち
、

又
民
訟
の
規
定
の
中
に

は
「
或
A

慣
習
故
例
-
一
背
キ
、
園
風
人
情
-
一
連
ア
モ
ノ
毛
亦
之
ナ
キ
ニ
非
ナ
U
F

可
シ
」
ぜ
実
慣
習
に
背
く
も
の
、
ぁ

る
事
を
是
認
し
た
も
の
さ
へ
も
あ
っ
た
。
彼
等
の
中
に
は
、
又
慣
習
を
改
む
る
は
、
成
る
ぺ
〈
道
徳
に
依
頼
し
、

慣
習
が
改
ま
っ
て
か
ら
法
律
を
改
む
る
が
常
で
は
あ
る
が
、
実
弊
の
大
な
る
も
の
は
、
法
律
に
依
っ
て
、
先
ん
じ

て
慣
習
を
改
め
、
遺
徳
を
制
す
る
の
必
要
も
な
い
で
は
な
い
さ
の
議
論
を
も
唱
へ
た
も
の
も
あ
る
。
(
法
律
賓
施
意
見
)

反
割
論
者
が
此
民
法
を
以
て
、
源
を
羅
馬
法
に
混
み
、
耶
蘇
敢
闘
の
個
人
主
義
を
執
る
も
の
で
あ
る
さ
し
、
耶

蘇
殺
は
君
父
を
崇
敬
す
る
を
以
て
耶
蘇
基
督
を
侮
辱
す
る
も
の
ざ
す
る
か
ら
、
此
民
法
も
古
来
の
風
俗
人
情
を
破

壊
し
、
伶
常
を
壊
乱
す
る
も
の
で
あ
る
注
の
極
端
な
る
非
難
を
加
へ
た
の
に
劃
し
て
は
、
賛
成
論
者
は
、
此
民
法

の
人
事
編
、
相
積
編
に
は
、
欧
洲
各
国
の
制
度
に
比
す
れ
ば
、
全
く
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
が
あ
る
、
人
事
編
に

3命

叢

日
本
の
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

六
四

第
五
披

七



3歯

叢

日
本
白
家
族
制
度
と
民
法

第
三
十
一
巻

大
四
四

第
五
放

A 

於
て
は
、
戸
主
あ
ち
、
家
族
あ
h
・
、
養
子
ゐ
h
ノ
泊
康
子
あ
り
、
相
績
編
に
於
て
は
、
長
子
組
領
あ
ち
、
隠
居
家
督

あ
り
、
是
等
は
何
れ
も
従
来
の
慣
行
の
家
族
制
度
を
保
存
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
個
人
主
義
を
執
っ
て
ゐ
る

欧
米
各
園
に
業
類
例
を
見
守
、
却
て
古
代
家
族
主
義
の
盛
ん
で
あ
っ
た
羅
馬
に
其
類
似
の
制
が
あ
る
事
を
指
摘
し
、

論
者
が
此
民
法
の
源
を
羅
馬
、
法
仁
扱
な
さ
い
っ
て
ゐ
る
の
は
、
乙
れ
を
指
し
て
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
則
も

我
古
来
の
慣
例
は
恐
く
皆
離
間
町
出
に
基
い
て
ゐ
る
ご
い
法
ゲ
る
佐
得
日

ρ
?の
ら

11L、
法
一
娘
附
撒
し
℃
わ
ふ
ら

の
が
あ
る

G

〈
法
律
雑
誌
抗
外
法
典
寅
施
断
行
意
向
見
)
如
何
に
も
尤
の
次
第
で
あ
っ
て
、
反
封
論
者
の
羅
馬
、
法
を
個
人
主
義

仁
結
附
げ
、
又
耶
蘇
散
の
数
理
に
結
附
け
た
議
論
は
、
大
人
気
な
き
議
論
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

加
之
賛
成
論
者
は
、
民
法
は
古
来
の
家
族
制
度
を
採
用
し
た
が
、
こ
れ
の
み
に
拘
泥
せ
や
し
て
、
幾
分
か
個
人

主
義
を
掛
酌
し
た
、
只
激
麗
を
避
り
ん
が
潟
め
に
、
こ
れ
を
必
要
に
通
膳
す
ぺ
き
限
度
に
於
て
調
和
せ
し
め
た
も

の
で
あ
る
、
論
者
若
し
こ
れ
を
以
て
我
家
族
制
度
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る
ぜ
い
ふ
な
ら
ば
、
枇
舎
の
進
運
を
知

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
ぜ
韓
併
駁
し
て
ゐ
る
。
此
主
張
は
議
論
ざ
し
て
は
誠
に
見
上
げ
ロ
識
見
ご
謂
は
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。

只
其
編
纂
内
容
が
果
た
し
て
其
詑
く
ご
こ
ろ
の
如
く
な
る
や
否
や
は
、

一
々
具
睡
的
の
事
買
に
毒
づ
い
て
、
改
め

て
検
討
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

四

内

容

の

検

討

• 



奮
民
法
に
於
て
、
最
も
非
難
の
焦
軸
さ
な
っ
た
も
の
、
中
、
第
一
に
は
人
事
編
第
十
九
僚
に

• 

親
居
ト
ハ
血
統
ノ
楠
聯
絡
λ

ル
者
ノ
関
係
ヲ
謂
フ

大
規
等
ノ
外
ハ
親
属
ノ
関
係
ア
ル
宅
一
民
法
上
ノ
効
力
ヲ
生
七
月

ざ
い
ひ
、
又
第
二
十
六
僚
に

直
系
ノ
親
族
ハ
相
互
三
資
料
ヲ
姶
ス
ル
義
務
7
責
措
ス

ざ
い
ふ
の
が
葉
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
謝
す
る
も
の
は
、
斯
く
て
は
家
を
去
っ
た
る
父
、
又
は
母
さ
、
其
子

記
の
問
仁
川
町
J
L
j
川
、
附
い
一
一
部
川
料
配
給
す
と
の
議
掛
川
以
布
J
9
る
お
a
f
に
な
る
が
も
従
来
の
制
茂
慣
例
に
て
は
、
父
中
し
継

母
ざ
仁
閥
す
る
情
義
を
重
ん
じ
w

先
婦
を
以
て
親
族
中
に
加
へ
守
、
法
律
上
親
子
聞
の
閥
係
な
き
も
の
ざ
し
た
の

に
反
す
ご
非
難
し
、
賛
成
す
る
も
の
は
「
繰
A

切
ν
ア
モ
血
A

切
V

ヌ
」
さ
の
僅
諺
も
あ
る
が
如
く
、
継
父
母
の
情

義
仁
拘
は
り
、
買
父
舟
の
鰻
寒
に
遁
る
を
坐
鵡
す
る
が
如
き
は
、
あ
る
ぺ
当
一
筈
な
〈
、
縦
し
そ
れ
が
奮
来
の
慣
習

に
あ
っ
て
も
、
民
法
は
倫
常
を
維
持
す
る
魚
め
に
こ
れ
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
ぎ
耕
護
し
て
ゐ
る
。
(
法
典
賞
施
意
見
)

突
に
第
二
じ
は
、
人
事
編
第
百
三
慌
に

庶
子
ハ
尖
母
ノ
婚
姻
-
一
因
リ
テ
嫡
尚
子
ト
免
ル

さ
あ
る
仁
劃
し
て
、
反
割
論
者
は
「
ヨ
V

亦
個
人
主
義
ノ
欧
洲
制
度
二
ジ
ア
、
家
督
相
績
ヲ
以
ア
、
人
事
ノ
最
モ
重
キ

モ
ノ
ト
ナ
ス
ノ
外
国
-
一
ア
2

7

A

、
甚
タ
不
営
ノ
規
定
ト
謂
A
サ
Y

7
得
ズ
」
、
ぜ
駁
し
、
賛
成
論
者
は
、
法
文
の
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苗ム

民間

叢

日
本
の
家
族
制
度
、
と
兵
法

第
三
十
一
巻

六
四
六

第
五
時
蜘

O 

所
謂
佐
川
子
ご
は
、
従
前
の
如
く
、
特
に
妾
服
の
子
を
指
す
に
あ
ら
守
、
只
正
式
の
婚
姻
に
基
か
な
い
で
生
ん

r子

を
、
汎
く
広
子
さ
耕
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
遁
法
に
結
婚
を
な
す
に
於
て
は
、
先
る
さ
の
感
子
た
る
も
の

を
嫡
出
子
ぜ
な
す
は
事
貫
営
然
で
あ
る
、
只
父
母
が
公
然
結
婚
を
せ
な
い
で
生
ん
口
か
ら
さ
て
、
同
胞
前
出
の
子

を
、
如
何
仁
し
で
も
摘
出
子
ざ
す
る
事
が
出
来
ね
さ
す
巴
は
不
保
理
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
会
く
奮
慣
に
蓮
ふ

ち
の
で
ゐ
る
ぜ
反
股
し
て
ゐ
る
。

第
三
に
、
反
劉
論
者
は
民
法
に
は
父
死
む
す
る
時
は
、
母
を
し
て
営
然
後
見
人
た
る
の
権
利
を
有
せ
し
め
て
ゐ

る
か
ら
、

一
家
の
財
産
は
悉
く
未
巴
人
の
意
思
を
以
て
自
由
に
慮
分
す
る
事
が
出
来
る
、
こ
れ
家
を
重
ん
じ
家
を

以
て
一
法
人
注
す
る
の
家
族
制
度
に
通
せ
や
ぜ
論
じ
た
。
(
鮮
さ
然
る
に
奮
民
法
人
事
編
第
百
四
十
九
僚
に
は
、

親
櫨
ハ
尖
之
ヲ
行
フ

災
死
亡
シ
又
ハ
親
権
ヲ
行
フ
能
ハ
サ
ル

T
キ
戸
母
之
ヲ
行
フ

ご
あ
り
、
又
同
編
第
二
百
二
十
四
僚
に
は
、
禁
治
産
者
の
場
合
、
配
偶
者
あ
ら
.
ざ
る
時
は
其
家
の
父
が
後
見
人
ざ

な
り
父
あ
ら
さ
る
時
は
親
権
を
行
ふ
事
を
得
ぺ
き
母
が
後
見
人
さ
な
る
さ
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
此
場
合
の
母
は
、

親
権
さ
最
も
密
接
の
闘
係
が
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
に
封
し
て
賛
成
論
者
は
、
「
奮
慣
を
按
す
る
に
、

一
家
の
父
死
巴
し
、
葉
子
幼
弱
な
る
に
方
り
、
母
の
存
否
に
拘
ら
す
、
必
す
し
も
後
見
人
を
撰
定
す
へ
き
は
ホ
仏

以
ム
に
於
て
然
り
し
な
り
、
且
つ
寒
中
館
前
払
一
れ
に
在
り
で
は
、
後
見
人
を
置
〈
も
名
義
に
止
ま

h
、
予
の
れ
は
、



母
自
ら
後
見
の
責
務
を
執
る
こ
f
」
多
か
り
き
、
出
向
臥
に
至
り
て
は
、
父
を
喪
へ
る
幼
弱
の
戸
主
に
、
母
者
く
は
組

父
母
あ
れ
は
別
に
後
見
人
を
蓮
む
こ
ぜ
貰
際
例
外
た
り
し
も
り
、
如
し
、
」
ご
い
っ
て
、
中
流
以
下
康
民
の
聞
に
於

て
、
父
な
き
場
合
.
母
が
親
権
を
行
使
し
、
後
見
の
賓
務
を
執
っ
允
慣
習
を
認
め
、
ぞ
れ
が
家
族
制
度
の
詐
す
ご

こ
ろ
で
あ
る
さ
耕
駁
し
て
ゐ
る
。
(
鮮
妄
)

新
く
て
奮
民
法
の
賛
否
は
政
治
問
題
に
結
び
附
け
ら
れ
、
議
に
帝
国
議
舎
の
議
決
に
従
っ
て
、
明
泊
二
十
九
年

十
二
月
三
十
一
日
迄
、
実
施
行
を
延
期
し
、
箕
聞
に
全
部
の
修
正
佐
行
は
し
な
る
事
ざ
な
り
、
明
治
二
十
六
年
三

阿
川
、
出
比
調
貸
付
斗
ザ
説
い
ら
れ
.
修
正
案
成
る
じ
総
つ

τ恥
政
府
は
、
れ
な
帝
国
議
合
じ
提
山
し
、
北
(
抗
議
を
粧

て
一
巡
弐
公
布
し
た
。
即
も
明
治
二
十
九
年
四
月
、
民
法
纏
則
、
物
樫
編
、
及
び
債
権
編
の
三
編
が
成
り
、
最
も
議

論
の
焦
賠
ざ
な
っ
た
人
事
編
及
び
財
産
取
得
編
中
の
相
績
、
遺
贈
及
び
夫
婦
財
産
契
約
に
闘
す
る
部
分
は
、
親
族

編
、
相
鱒
編
ご
し
て
明
治
三
十
一
年
六
月
民
法
施
行
法
及
び
其
他
の
附
属
法
律
さ
共
に
公
布
さ
れ
、
次
い
で
七
月

十
六
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
園
民
は
明
治
政
府
が
始
め
て
民
法
の
編
纂
に
着
手
し
て
か
ら
買
に
二
十
八
年
を
経
過

し
て
此
副
民
生
活
に
取
っ
て
も
・
崎
市
た
又
劃
外
闘
係
に
取
っ
て
も
喫
緊
事
ざ
さ
れ
た
大
法
典
を
得
た
の
で
あ
る
。

法
典
調
査
曾
々
員
中
に
も
起
草
委
員
中
に
も
賛
成
論
者
の

E
頭
も
あ
れ
ば
又
反
封
論
者
の
領
袖
も
あ
っ
た
が
、

其
修
正
に
係
る
新
民
法
は
、
嘗
然
古
来
の
家
族
制
度
を
隼
重
し
、
古
法
奮
慣
を
割
酌
し
た
ち
の
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
O

(

未
完
)
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